
相談名
暮らしと事業の
行政書士相談

消費者救済資金
貸付相談

主な相
談内容

相続、遺言、会
社・法人設立、農
地転用・建設業等
官庁の許認可、内
容証明郵便、出入
国手続など

多重債務問題の
解決を目的とした
貸付、生活再建の
ための債務整理
や訴訟費用に係

る問題

13:30～15:30 13:00～17:00

一人　20分 一人　60分

会場
本庁

（市民生活総合
相談センター）

支所
本庁

（市民生活総合
相談センター）

支所
本庁

（市民生活総合相談
センター）

本庁
（市民生活総合相談

センター）

定員 6名 4名

予約
方法

令和７年

４月
　９日（水）
２３日（水）

１６日（水） ２４日（木） １７日（木）

５月
　８日（木）
２１日（水）

１４日（水） 　８日（木）
大迫総合支所

２２日（木） １５日（木）

６月 ２５日（水） １１日（水）
石鳥谷総合支所

１８日（水） ２６日（木） １９日（木）

７月 　９日（水） ２３日（水）
大迫総合支所

１６日（水） ２４日（木） １７日（木）

８月
　６日（水）
２０日（水）

　７日（木） ２８日（木） ２１日（木）

９月
　３日（水）
２４日（水）

１７日（水） １１日（木）
東和総合支所

２５日（木） １８日（木）

１０月
　８日（水）
２２日（水）

１５日（水） ２３日（木） １６日（木）

１１月 　５日（水） １９日（水）
東和総合支所

１２日（水） ２７日（木） ２０日（木）

１２月
　３日（水）
１７日（水）

１０日（水） １１日（木） １８日（木）

令和８年

１月
　７日（水）
２１日（水）

１４日（水） 　８日（木）
石鳥谷総合支所

２２日（木） １５日（木）

２月
　４日（水）
２５日（水）

１８日（水） １２日（木） １９日（木）

３月
１１日（水）
２５日（水）

１８日（水） １２日（木） １９日（木）

6名

電話受付
（開催日前日９：００～１４：００）

電話受付
（「広報はなまき」掲載の申込開始日９：００～開催日前日１４：００）

開　　催　　日

※上記相談会のほか、市民生活総合相談センターでは、消費生活・市民生活に関することなど、市民の
皆さんの様々な相談をお受けし、必要に応じて関係機関におつなぎしております。お気軽にご相談くださ
い！

【予約・お問い合わせ】　花巻市役所　市民生活総合相談センター　☎　０１９８－４１－３５５０(直通)

8名

令和７年度　花巻市　無料相談会　日程　　

弁護士法律相談 司法書士法律相談

開催
時間

10:00～15:00

一人　30分

13:30～15:30

一人　20分

法律に関する問題全般

法律(民事)に関する問題全般

～相続、贈与、不動産登記、
少額訴訟手続、金銭貸借、
裁判所業務、供託など～

※　対象は、花巻市内に在住・在勤・在学の方、東日本大震災により花巻市内に避難されている方となります。
※　書類作成に係る相談はお受けしておりませんので、ご了承願います。
※　日程等は変更になる場合がありますので「広報はなまき」などでご確認ください。



相談名

主な相談内容

10:00～12:00

※6月、12月の人権
相談は、13:00～15:00
も開催します。

会場
本庁

（市民生活総合
相談センター）

大迫総合支所 石鳥谷総合支所 東和総合支所

予約方法

令和７年

４月 １１日（金） １１日（金） １１日（金） １１日（金）

５月 ９日（金） ９日（金） ９日（金） ９日（金）

６月 １３日（金） １３日（金） １３日（金） １３日（金）

７月 １１日（金） １１日（金） １１日（金） １１日（金）

８月 ８日（金） ８日（金） ８日（金） ８日（金）

９月 １９日（金） １９日（金） １９日（金） １９日（金）

１０月 １０日（金） １０日（金） １０日（金） １０日（金）

１１月 １４日（金） １４日（金） １４日（金） １４日（金）

１２月 １２日（金） １２日（金） １２日（金） １２日（金）

令和８年

１月 ９日（金） ９日（金） ９日（金） ９日（金）

２月 １３日（金） １３日（金） １３日（金） １３日（金）

３月 １３日（金） １３日（金） １３日（金） １３日（金）

令和７年度　花巻市　無料相談会　日程
※　対象は、花巻市内に在住・在勤・在学の方、東日本大震災により花巻市内に避難されている方となります。
※　日程等は変更になる場合がありますので「広報はなまき」などでご確認ください。

市民生活相談（人権相談・行政相談）

人権相談（人権擁護委員による相談）
　家庭内問題、近隣との争いごと、結婚・離婚の強要や妨害、配偶者による暴力、
名誉・信用を傷つけられた　など
行政相談（行政相談委員による相談）
　国の行政機関などのサービスや手続きについての苦情・要望・意見・疑問　など

※上記相談会のほか、市民生活総合相談センターでは、消費生活・市民生活に関することなど、市民の
皆さんの様々な相談をお受けし、必要に応じて関係機関におつなぎしております。お気軽にご相談くださ
い！

予約不要　※　相談される方の人数により相談時間を制限させていただく場合があります。

開　催　日

【お問い合わせ】　花巻市役所　市民生活総合相談センター　☎　０１９８－４１－３５５０（直通）

開催時間 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00


